
令和５年４月１日現在

49 分団

0 分団

5 隊

13 部

63 班

1,420 人

1,202 人

1,134 人

68 人

1,183 人

0 人

19 人

1 人

117 人

35 人

82 人

44 人

32 人

2 人

1,038 人

0 台

0 台

98 台

15 台

0 台

年額 36,500 円

年額 36,500 円

8,100 円

8,100 円

※１：「消防団の組織概要等の調査」による

※３：詳しくは、各市町村等のホームページ等を参照。

※２：「年額報酬」「出動報酬」の額は、令和５年４月１日現在の条例で定める額。
 　　　「出動報酬」については、日額で定めがある場合は最大額を記載。一方、日額で定めていない場合は８時間の出動に換算した額を記載。
　　　定めがない場合又は年額支給の場合には「ｰ」と記載。

年
額
報
酬

報酬額（階級：団員）

（参考）交付税単価（階級：団員）

出
動
報
酬

火災

風水害等の災害

特殊法人等公務員に準ずる職員

農協職員

日本郵政グループ

その他

ポ
ン
プ

普通消防ポンプ自動車

水槽付消防ポンプ自動車

小
型
動
力

ポ
ン
プ

小型動力ポンプ付積載車

小型動力ポンプ（車両に積載していないもの）

手引き動力ポンプ

団
員
数

条例定数  松阪市は三重県のほぼ中央部に位置し、東西に長く延び東は伊勢湾、西は台高山
脈・高見山脈を境に奈良県に接しています。そのため、災害事例も様々であり、消防
団活動も様々な事案に対応しています。
　また、平常時においても防災訓練、防火・防災意識の高揚のための広報活動、地
域のお祭りやイベントの警戒など地域での防災リーダーとしての役割も担っていま
す。
　市民の皆様の期待に応えるため、「自分たちのまちは自分たちで守る」との自主自
立の精神に基づき消防団員一人一人が職務に誇りを持ち、皆様から愛され、信頼さ
れる消防団を目指してまいります。

実員数

男性団員数

女性団員数

基本団員数

大規模災害団員数

その他の機能別団員数

職
業
構
成
別
団
員
数

国家公務員

地方公務員

都道府県職員

市区町村等職員

消防団名 松阪市消防団 メールアドレス danjim@mie-matsusaka119.jp

組
織

分団数 ホームページURL https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/48/

うち機能別分団数
SNSアカウント

方面隊数

部数 消防団活動事例・
PR等班数

0598-21-3080

消　防　団　の　組　織　概　要

都道府県名 三重県
所在地

〒515-0818

市町村名 松阪市 三重県松阪市川井町1001番地1

消防団事務所管 松阪市消防団事務局 電話番号（直通） 0598-25-1414 FAX

普通救命講習会大規模水害に備えた水防訓練


